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≪3月行事≫

子育て支援センター
『おんとも』
問たぶせ保育園　☎53-1012

■施設開放　全員対象（令和3年4月2日以降生まれ）
　午前9時～午後3時30分
　（昼休み　午後0時15分～午後1時15分）
　土曜日　午前9時～午後0時15分
■赤ちゃんサロン
　　3月は25日（火）まで開放します。26日（水）か
らお休みです。
　　詳細は『おんとも』に問い合わせるかインスタグ
ラムでご確認ください。
■おむつ定期便
　3月31日（月）はお休みです。
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　『子育て支援センターおんとも』は、子育てサークルの開催や
育児相談など子育て家庭へのいろいろな支援を行っています。
■赤ちゃんサロン　午前 10時～正午

【はいはい】あんよができるまでの赤ちゃん対象
【よちよち】あんよが上手にできる未就園児対象
【わくわく】よちよち、はいはい全員対象
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山
口
県
で
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
新

た
な
法
令
の
制
定
、
改
定
を
踏
ま
え
、
人

権
に
関
す
る
総
合
的
な
取
組
を
推
進
す
る

た
め
、『
山
口
県
人
権
推
進
指
針
』が
昨
年

十
二
月
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
指
針
は
、

十
六
の
分
野
に
分
か
れ
施
策
に
よ
り
推
進

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で『
同
和
問
題
』

の
改
定
内
容
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
は
、「
日
本
社

会
の
歴
史
的
過
程
で
形
作
ら
れ
た
身
分
差

別
に
よ
り
、
日
本
国
民
の
一
部
の
人
々

が
、
長
い
間
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化

的
に
低
い
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
、
同
和
地
区
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
出

身
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
差
別
を

受
け
る
我
が
国
固
有
の
人
権
問
題
で
す
。」

（
法
務
省『
同
和
問
題
に
関
す
る
正
し
い
理

解
を
』よ
り
抜
粋
）

　

改
定
さ
れ
た
指
針
に
お
い
て
は
、『
同

和
問
題
の
人
権
尊
重
の
視
点
に
立
っ
た
教

育
・
啓
発
の
推
進
』の
項
目
に
、『
国
と
の

適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
、
部
落
差
別
を
解
消
す
る
た

め
、必
要
な
教
育
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
』

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
基
本
方

『
山
口
県
人
権
推
進
指
針
』
の
改
定
を
う
け
て

田
布
施
町
麻
郷
福
祉
会
館　
館
長　
藤
重　
龍
夫

針
の
中
の『
相
談
体
制
の
充
実
』と
い
う
項

目
に
『
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
部
落
差
別

に
関
す
る
相
談
に
的
確
に
応
ず
る
た
め
の

体
制
の
充
実
を
図
る
』と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
情
報
化
の
進
展
に
伴
っ
て
部
落

差
別
に
関
す
る
状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
八
年
十
二

月
『
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る

法
律
』
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

本
町
に
お
い
て
は
、
同
和
問
題
啓
発
週
間

に
あ
わ
せ
て
、
町
役
場
お
よ
び
公
共
施
設

等
に
、
啓
発
の
ぼ
り
旗
を
設
置
す
る
と
と

も
に
、
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
人
権
に
関
す
る
不
適
切
な
書

き
込
み
の
拡
散
防
止
に
努
め
る
た
め
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
週
三
回

実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
教
育
関
係
で
は
、

全
町
民
を
対
象
に
人
権
学
習
講
座
を
実
施

し
て
い
る
ほ
か
、
民
生
委
員
児
童
委
員
や

社
会
教
育
部
長
を
対
象
に
人
権
に
関
わ
る

研
修
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
町
で
は
『
山
口
県
人
権
推
進

指
針
』
の
改
定
を
踏
ま
え
、
人
権
に
関
す

る
総
合
的
な
取
組
を
推
進
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
と
人
権
シ
リ
ー
ズ

人権擁護委員の委嘱
　１月１日に田布施町の人権擁護委員として岩本宏司さんが法務大臣から委嘱されました。人権擁護委
員は、地域の皆さんに人権について関心をもってもらえるように啓発活動を行ったり、人権相談を受け
るなどの活動を行っています。
　本町では、銭谷忠義さん、谷茂子さん、長迫晃さんも人権擁護委員として活動されています。
◇問合せ先　町民福祉課 住民係　☎52-5811


